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復旧対策 

第１節 活動体制 
応急対策第１節「活動体制」に準ずる。 

 

第２節 警視庁による警備活動 
応急対策第２節「警視庁による警備活動」に準ずる。 

 

第３節 東京消防庁による救助・救急活動 
応急対策第３節「東京消防庁による消火・救助・救急活動」に準ずる。 

 

第４節 応援協力・派遣要請 
応急対策第４節「応援協力・派遣要請」に準ずる。 

 

第５節 労働力の確保 
応急対策第５節「労働力の確保」に準ずる。 

 

第６節 応急活動拠点の使用調整 
応急対策第６節「応急活動拠点の使用調整」に準ずる。 
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第７章 情報通信の確保 

 

被災状況等の必要な災害関連情報は、応急対策を展開する上で、防災行政機関等では
欠かせないだけでなく、家族との安否確認のための情報通信の確保も、発災時の混乱を
避けるために重要となる。 
ここでは、発災後の情報通信の確保に向け、防災機関等の相互の通信、区民及び外国人

を含めた来訪者への情報提供、住民相互の情報伝達についての対策を示す。 

 

１ 想定される事態と認識 
〇 新たな被害想定では、固定電話の不通、停電などの被害及び携帯電話の不通分布が想定

されている。 

〇 平常時に使用している電話などの通信網だけではなく、発災時に備え、メールやＳＮＳ

（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）はもとより、デジタル技術の進展を踏まえ、

防災ＤＸの推進を前提として、多様な通信手段による通信網の確保に取り組む必要がある。 

 

２ 現在の到達状況 
（（１１））情情報報連連絡絡体体制制とと情情報報提提供供体体制制のの強強化化  

〇 都がこれまで、都防災行政無線網や災害情報システム（ＤＩＳ）を都庁と各区市町村、

防災機関等との間に整備してきた中、区は、この防災通信網に基づいた情報連絡体制を

整えている。 

〇 区は、この他地域系無線 195 局、移動系無線 34 局、４Ｇ回線ＩＰ無線 10 局、地域 

ＢＷＡ回線ＩＰ無線アプリ 100 局など多様な情報通信手段を整備している。 

〇 区内の被災状況を把握するために、防災カメラを設置（高所４台、駅前５台）してい

る。 

（（２２））区区民民へへのの情情報報提提供供  

〇 固定系防災行政無線を強化する対策として、デジタル化を完了（固定系 79 局、うち

文字表示板付き２局）した。 

〇 すみだ安全・安心メール（令和８年１月現在登録者数 28,987 人）、緊急速報メール、

区公式 LINE、危機管理Ｘ（旧ツイッター）、区公式フェイスブックを導入している。 

〇 緊急地震速報システムを区の施設に導入（112 施設）し、運用を行っている。 

（（３３））区区民民相相互互のの情情報報通通信信手手段段のの確確保保    

〇 通信事業者による災害用伝言サービスの提供を行っている。 
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３ 対策の方向性 
（（１１））情情報報連連絡絡体体制制とと情情報報提提供供体体制制のの強強化化  

〇 防災行政無線や災害情報システムの機能拡充に加え、多様な通信手段を活用して関係

機関内の情報連絡体制の向上に努め、正確な情報収集及び情報提供を行う。 

（（２２））区区民民へへのの情情報報提提供供  

〇 多様な情報伝達手段を活用するとともに新たな情報提供手段の整備に努め、それらの

機能について事前に区民に対して周知を行い、情報伝達が的確に行われるよう普及啓発

を行う。 

〇 災害情報システムを活用した効率的な情報収集と集計を実施し、報道発表の迅速化と

円滑化を図る。 

（（３３））区区民民相相互互のの情情報報通通信信手手段段のの確確保保  

〇 通信事業者等と連携した安否確認手段の確保等により、区民、事業者及び帰宅困難者

等への情報提供を充実するほか、モバイル衛星通信機器(*)等の活用などにより、情報通

信の基盤強化と通信手段の多様化を図る。 

〇 災害用伝言サービスのさらなる普及啓発により、利用促進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 
(*) 衛星通信を利用した携帯端末。宇宙衛星を利用するため、地震や台風など自然災害が発生したときでも活用

が期待されている。  

震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第７７章章  情情報報通通信信のの確確保保  
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４ 具体的な取組 
 
地地震震前前のの  
行行動動  

  防防災災機機関関相相互互のの  
情情報報通通信信連連絡絡体体制制のの整整備備  

区区民民等等へへのの  
情情報報提提供供体体制制のの整整備備  

住住民民相相互互のの  
情情報報連連絡絡等等のの環環境境整整備備  

(予防対策)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇都・区・防災関係機関の間
における定期通信訓練 
〇区防災行政無線（固定系）
の聞こえやすさ向上のための
調査、定期点検 
〇蓄電池、発電機、非常用発
電設備による停電対策の推進 
〇アマチュア無線による情報
収集のための連携 

〇区防災行政無線（固定系）
の配置増設、デジタル化 
〇全国瞬時警報システムを活
用した運用の推進 
〇すみだ安全・安心メール、
緊急速報メールの運用 
〇区の施設に導入した緊急地
震速報システムの運用 
〇災害情報の提供のための民
間通信・放送事業者との連携
の推進 
〇多様な情報提供手段の検
討、情報入手方法の周知  

〇家族間での災害発生時の安
否確認方法の手段の確認・周
知 
〇区有施設の公衆無線ＬＡＮ
の配備の推進 
○情報通信の基盤強化と通信
手段の多様化  

     

地地震震直直後後  
のの行行動動  

  防防災災機機関関相相互互のの  
情情報報通通信信連連絡絡体体制制のの確確立立  

区区民民等等へへのの  
広広報報・・広広聴聴活活動動  

住住民民相相互互のの  
情情報報連連絡絡等等のの実実施施  

(応急対策) 
発災後 
72時間 
以内 

 〇都及び防災関係機関との通
信連絡体制の確立 
〇指定電話及び連絡責任者に
よる窓口の統一化 
〇関係機関との連絡員相互派
遣等による有線途絶時の措置
の実施 
〇区民への情報提供等のため
の報道機関との連携の実施 
〇被害状況・措置状況等の情
報収集・伝達の実施 
〇都災害情報システム（ＤＩ
Ｓ）による区災害対策本部か
ら都への被害状況等の報告 
〇高所カメラを活用した情報
収集体制の確立 

〇多様なメディアを活用した
広報の実施 
〇報道機関への災害情報その
他必要な事項の発表 
〇ＮＨＫ及び民間放送局に対
する放送要請 
〇被災地区の巡回移動相談の
実施、被災地及び避難所等へ
の臨時被災者相談所の設置等
による広聴活動  

〇都・報道機関等との連携に
よる一斉帰宅抑制の呼びか
け、安否確認方法の周知 
〇避難所・一時滞在施設の開
設状況等の災害関連情報の提
供 
〇災害用伝言サービスを利用
した家族の安否確認の実施 

     

地地震震後後のの  
行行動動  

  

      

(復旧対策) 
発災後 
１週間 
目途 

    

     

５ 
到達目標 

 ■災害対応に必要な多様
な情報通信手段の整備や
情報連絡体制、運用の強
化 

■迅速かつ多様な災害情
報提供体制の確保 
■民間通信・放送事業者
との連携及び情報提供体
制の整備 
■シンプルな運用環境の
構築 
■すみだ安全・安心メー
ル等の加入促進 

■災害用伝言サービスの
普及啓発による利用促進 
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３ 対策の方向性 
（（１１））情情報報連連絡絡体体制制とと情情報報提提供供体体制制のの強強化化  

〇 防災行政無線や災害情報システムの機能拡充に加え、多様な通信手段を活用して関係

機関内の情報連絡体制の向上に努め、正確な情報収集及び情報提供を行う。 

（（２２））区区民民へへのの情情報報提提供供  

〇 多様な情報伝達手段を活用するとともに新たな情報提供手段の整備に努め、それらの

機能について事前に区民に対して周知を行い、情報伝達が的確に行われるよう普及啓発

を行う。 

〇 災害情報システムを活用した効率的な情報収集と集計を実施し、報道発表の迅速化と

円滑化を図る。 

（（３３））区区民民相相互互のの情情報報通通信信手手段段のの確確保保  

〇 通信事業者等と連携した安否確認手段の確保等により、区民、事業者及び帰宅困難者

等への情報提供を充実するほか、モバイル衛星通信機器(*)等の活用などにより、情報通

信の基盤強化と通信手段の多様化を図る。 

〇 災害用伝言サービスのさらなる普及啓発により、利用促進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 
(*) 衛星通信を利用した携帯端末。宇宙衛星を利用するため、地震や台風など自然災害が発生したときでも活用

が期待されている。  
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４ 具体的な取組 
 
地地震震前前のの  
行行動動  

  防防災災機機関関相相互互のの  
情情報報通通信信連連絡絡体体制制のの整整備備  

区区民民等等へへのの  
情情報報提提供供体体制制のの整整備備  

住住民民相相互互のの  
情情報報連連絡絡等等のの環環境境整整備備  

(予防対策)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇都・区・防災関係機関の間
における定期通信訓練 
〇区防災行政無線（固定系）
の聞こえやすさ向上のための
調査、定期点検 
〇蓄電池、発電機、非常用発
電設備による停電対策の推進 
〇アマチュア無線による情報
収集のための連携 

〇区防災行政無線（固定系）
の配置増設、デジタル化 
〇全国瞬時警報システムを活
用した運用の推進 
〇すみだ安全・安心メール、
緊急速報メールの運用 
〇区の施設に導入した緊急地
震速報システムの運用 
〇災害情報の提供のための民
間通信・放送事業者との連携
の推進 
〇多様な情報提供手段の検
討、情報入手方法の周知  

〇家族間での災害発生時の安
否確認方法の手段の確認・周
知 
〇区有施設の公衆無線ＬＡＮ
の配備の推進 
○情報通信の基盤強化と通信
手段の多様化  

     

地地震震直直後後  
のの行行動動  

  防防災災機機関関相相互互のの  
情情報報通通信信連連絡絡体体制制のの確確立立  

区区民民等等へへのの  
広広報報・・広広聴聴活活動動  

住住民民相相互互のの  
情情報報連連絡絡等等のの実実施施  

(応急対策) 
発災後 
72時間 
以内 

 〇都及び防災関係機関との通
信連絡体制の確立 
〇指定電話及び連絡責任者に
よる窓口の統一化 
〇関係機関との連絡員相互派
遣等による有線途絶時の措置
の実施 
〇区民への情報提供等のため
の報道機関との連携の実施 
〇被害状況・措置状況等の情
報収集・伝達の実施 
〇都災害情報システム（ＤＩ
Ｓ）による区災害対策本部か
ら都への被害状況等の報告 
〇高所カメラを活用した情報
収集体制の確立 

〇多様なメディアを活用した
広報の実施 
〇報道機関への災害情報その
他必要な事項の発表 
〇ＮＨＫ及び民間放送局に対
する放送要請 
〇被災地区の巡回移動相談の
実施、被災地及び避難所等へ
の臨時被災者相談所の設置等
による広聴活動  

〇都・報道機関等との連携に
よる一斉帰宅抑制の呼びか
け、安否確認方法の周知 
〇避難所・一時滞在施設の開
設状況等の災害関連情報の提
供 
〇災害用伝言サービスを利用
した家族の安否確認の実施 

     

地地震震後後のの  
行行動動  

  

      

(復旧対策) 
発災後 
１週間 
目途 

    

     

５ 
到達目標 

 ■災害対応に必要な多様
な情報通信手段の整備や
情報連絡体制、運用の強
化 

■迅速かつ多様な災害情
報提供体制の確保 
■民間通信・放送事業者
との連携及び情報提供体
制の整備 
■シンプルな運用環境の
構築 
■すみだ安全・安心メー
ル等の加入促進 

■災害用伝言サービスの
普及啓発による利用促進 
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予防対策 

第１節 防災機関相互の情報通信連絡体制の整備 
[区、各機関] 

１ 情報の収集、伝達体制の確立 

災害時に区の防災対策の中心となるのは区災害対策本部である。実効的な災害対策

を進めるには、区災害対策本部と各機関との緊密な情報連絡が欠かせない。 

区及び各機関は、そのための情報機器の整備や定期通信訓練などにより、情報通信

連絡体制を整備する。また、区災害対策本部と各防災機関との情報連絡は、通信機器

のみならず、各機関が連絡責任者を定め、連絡員を区災害対策本部に派遣するなど、

相互に緊密な情報連絡ができる体制を構築する。 

 

２ 通信手段の確保 

（１）防災用通信機器 

災害時の通信手段として、区防災行政無線（地域系）や都防災行政無線を公共施設

や関係機関等との災害時の通信手段として使用する。 

そのほか、主に車両に搭載する区防災行政無線（移動系）、区庁舎、区施設の電話を

災害時優先電話として登録するなど複数の通信手段を整える。 

また、区防災センターにおいて被災状況を俯瞰的に把握するため、建物屋上などの

高所に設置した「高所防災カメラ」並びに、帰宅困難者の状況等を把握するため主要

駅前に設置した「駅前防災カメラ」を活用する。 

（２）運用 

区防災行政無線ならびに都防災行政無線の適切な運用ができるよう、定期通信訓練

を行う。区庁舎をはじめ、区施設の電話については、ＮＴＴ東日本に災害時優先電話

として登録し、電話回線の輻輳時においても、電話の発信を確保する。 

 

３ 停電対策 

区防災行政無線は、停電時も 72 時間の運用ができるよう蓄電池を備えるほか、区庁舎

及び指定避難所予定施設には発電機を配備し、一定期間の電力供給が得られるよう対策

を講じる。 

 

４ アマチュア無線による情報収集 

区庁舎内にアマチュア無線局を設置するとともに、災害時における区内のアマチュ

ア無線局との自主的な協力体制を図り、災害発生時の情報を収集する。 

※ Ⅱ-02：墨田区防災関係機関連絡責任者名簿（別冊 P196 参照） 

※ Ⅳ-01：区防災行政無線網構成図（別冊 P243 参照） 

※ Ⅳ-02：区防災行政無線局（移動系）配備場所一覧表（別冊 P244 参照） 

※ Ⅳ-03：固定系子局設置場所一覧表（別冊 P246 参照） 

※ Ⅳ-04：固定系子局位置図（別冊 P247 参照） 

※ Ⅳ-05：地域防災行政無線局一覧表（別冊 P248 参照） 
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 第２節 区民等への情報提供体制の整備 
[区] 

１ 区防災行政無線（固定系）の整備 

区防災センターに設置されている区防災行政無線（固定系）設備により区民への避難

誘導など、必要な情報を知らせることができる屋外拡声装置を、小中学校や公園等に設

置するとともに、屋内で戸別受信できる端末装置を希望する住民防災組織に設置する。 

また、防災行政無線放送電話確応答サービスにより、屋外放送の音声を補完する。 

 

２ 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の運用 

緊急地震速報、津波警報、気象警報などの緊急情報や、ミサイル攻撃に関する情報な

どを区民に迅速に伝達するため、全国瞬時警報システムを導入し、防災行政無線（固定

系）とも連動した運用を図る。 

 

３ すみだ安全・安心メールの配信 

事前に登録されたメールアドレスに対して、危機管理情報を発信する。 

 

４ 区公式ホームページ・ＳＮＳ等による情報提供 

区公式ホームページ、ＳＮＳを使用して災害情報の提供を行うほか、避難所開設情報、

混雑状況、現在地からの経路がリアルタイムで分かる「避難所開設状況システム」を導

入し、避難に必要な情報の発信を行う。また、デジタル技術の進展を踏まえ、新しい通

信基盤を活用した情報提供体制の整備の推進を図る。 

 

５ 緊急地震速報システムの運用 

地震に対する行動を迅速に行い、被害の軽減を図るため、地震の発生を速やかに感

知して大きなゆれが到達する前に地震の強さと到達までの時間を伝える「緊急地震速

報システム」を、区の施設に導入し、施設利用者の安全を確保するための運用を図る。 

 

６ 民間通信・放送事業者との連携 

携帯キャリア４社を通じての緊急速報メールの配信、ケーブルテレビ及びエフエム

ラジオ局との協定に基づく災害情報の提供を行う。 

 

７ その他 

東京都災害情報システム（ＤＩＳ）を通じ、Ｌアラート(災害情報共有システム) (*)

に避難情報等を配信する。 

  

 

 
(*) 総務省が全国に普及促進しているもので、ＩＣＴを活用して、災害時の避難指示など地域の安全・安心に関

する情報の配信を簡素化・一括化し、テレビ、ラジオなどの様々なメディアを通じて、地域住民に迅速かつ効

率的に提供することができるもので、都災害情報システム（ＤＩＳ）を通じて情報配信される。 

※ Ⅳ-06：緊急地震速報システム導入施設一覧（別冊 P249 参照） 
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予防対策 

第１節 防災機関相互の情報通信連絡体制の整備 
[区、各機関] 

１ 情報の収集、伝達体制の確立 

災害時に区の防災対策の中心となるのは区災害対策本部である。実効的な災害対策

を進めるには、区災害対策本部と各機関との緊密な情報連絡が欠かせない。 

区及び各機関は、そのための情報機器の整備や定期通信訓練などにより、情報通信

連絡体制を整備する。また、区災害対策本部と各防災機関との情報連絡は、通信機器

のみならず、各機関が連絡責任者を定め、連絡員を区災害対策本部に派遣するなど、

相互に緊密な情報連絡ができる体制を構築する。 

 

２ 通信手段の確保 

（１）防災用通信機器 

災害時の通信手段として、区防災行政無線（地域系）や都防災行政無線を公共施設

や関係機関等との災害時の通信手段として使用する。 

そのほか、主に車両に搭載する区防災行政無線（移動系）、区庁舎、区施設の電話を

災害時優先電話として登録するなど複数の通信手段を整える。 

また、区防災センターにおいて被災状況を俯瞰的に把握するため、建物屋上などの

高所に設置した「高所防災カメラ」並びに、帰宅困難者の状況等を把握するため主要

駅前に設置した「駅前防災カメラ」を活用する。 

（２）運用 

区防災行政無線ならびに都防災行政無線の適切な運用ができるよう、定期通信訓練

を行う。区庁舎をはじめ、区施設の電話については、ＮＴＴ東日本に災害時優先電話

として登録し、電話回線の輻輳時においても、電話の発信を確保する。 

 

３ 停電対策 

区防災行政無線は、停電時も 72 時間の運用ができるよう蓄電池を備えるほか、区庁舎

及び指定避難所予定施設には発電機を配備し、一定期間の電力供給が得られるよう対策

を講じる。 

 

４ アマチュア無線による情報収集 

区庁舎内にアマチュア無線局を設置するとともに、災害時における区内のアマチュ

ア無線局との自主的な協力体制を図り、災害発生時の情報を収集する。 

※ Ⅱ-02：墨田区防災関係機関連絡責任者名簿（別冊 P196 参照） 

※ Ⅳ-01：区防災行政無線網構成図（別冊 P243 参照） 

※ Ⅳ-02：区防災行政無線局（移動系）配備場所一覧表（別冊 P244 参照） 

※ Ⅳ-03：固定系子局設置場所一覧表（別冊 P246 参照） 

※ Ⅳ-04：固定系子局位置図（別冊 P247 参照） 

※ Ⅳ-05：地域防災行政無線局一覧表（別冊 P248 参照） 
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 第２節 区民等への情報提供体制の整備 
[区] 

１ 区防災行政無線（固定系）の整備 

区防災センターに設置されている区防災行政無線（固定系）設備により区民への避難

誘導など、必要な情報を知らせることができる屋外拡声装置を、小中学校や公園等に設

置するとともに、屋内で戸別受信できる端末装置を希望する住民防災組織に設置する。 

また、防災行政無線放送電話確応答サービスにより、屋外放送の音声を補完する。 

 

２ 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の運用 

緊急地震速報、津波警報、気象警報などの緊急情報や、ミサイル攻撃に関する情報な

どを区民に迅速に伝達するため、全国瞬時警報システムを導入し、防災行政無線（固定

系）とも連動した運用を図る。 

 

３ すみだ安全・安心メールの配信 

事前に登録されたメールアドレスに対して、危機管理情報を発信する。 

 

４ 区公式ホームページ・ＳＮＳ等による情報提供 

区公式ホームページ、ＳＮＳを使用して災害情報の提供を行うほか、避難所開設情報、

混雑状況、現在地からの経路がリアルタイムで分かる「避難所開設状況システム」を導

入し、避難に必要な情報の発信を行う。また、デジタル技術の進展を踏まえ、新しい通

信基盤を活用した情報提供体制の整備の推進を図る。 

 

５ 緊急地震速報システムの運用 

地震に対する行動を迅速に行い、被害の軽減を図るため、地震の発生を速やかに感

知して大きなゆれが到達する前に地震の強さと到達までの時間を伝える「緊急地震速

報システム」を、区の施設に導入し、施設利用者の安全を確保するための運用を図る。 

 

６ 民間通信・放送事業者との連携 

携帯キャリア４社を通じての緊急速報メールの配信、ケーブルテレビ及びエフエム

ラジオ局との協定に基づく災害情報の提供を行う。 

 

７ その他 

東京都災害情報システム（ＤＩＳ）を通じ、Ｌアラート(災害情報共有システム) (*)

に避難情報等を配信する。 

  

 

 
(*) 総務省が全国に普及促進しているもので、ＩＣＴを活用して、災害時の避難指示など地域の安全・安心に関

する情報の配信を簡素化・一括化し、テレビ、ラジオなどの様々なメディアを通じて、地域住民に迅速かつ効

率的に提供することができるもので、都災害情報システム（ＤＩＳ）を通じて情報配信される。  

※ Ⅳ-06：緊急地震速報システム導入施設一覧（別冊 P249 参照） 
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 第３節 区民相互の情報連絡等の環境整備 
[区] 

１ 日頃から、家族との災害発生時の安否確認方法などをよく相談するよう啓発する。 

 

２ 避難者への情報提供の一環として、避難所予定施設に災害時用公共無線ＬＡＮの配備

を進める。 

 

３ 通信事業者等と連携した安否確認手段の確保等により、区民、事業者及び帰宅困難者

等への情報提供を充実するほか、モバイル衛星通信機器等の活用などにより、情報通信

の基盤強化と通信手段の多様化を図る。 
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応急対策 

第１節 情報連絡体制 
[各機関] 

災害時に、情報が途絶することなく、迅速かつ的確に情報共有が行えるよう、関係機関

相互の情報連絡体制を以下のとおりとする。 

 

１ 区の通信体制 

災害時には、区の通信連絡体制を一元化、体系化して情報を集約・管理する。その場

合の体制は以下のとおりである。 

（１）区災害対策本部設置前は、区都市計画部危機管理担当防災課を区の総括窓口とする。 

（２）区災害対策本部が設置された場合は、本部長室事務局企画情報隊（詳しくは、第２

節「災害に関する情報の収集・伝達」参照）が各機関との通信連絡を実施する。 

（３）区災害対策本部が設置された場合は、各部長は電話を平常業務のために使用するこ

とを制限するとともに部の通信連絡を総括する。 

（４）都災害対策本部に対する情報連絡は、都防災行政無線を使用する。なお、災害の状

況により都災害対策本部に連絡することができない場合は、国の現地対策本部又は総

務省消防庁等に対して直接連絡をする。 

（５）災害が発生するおそれのある異常な現象を発見した者またはその発見者から通報

を受けた警察官もしくは海上保安官から通報を受けたとき、又は自ら知ったときは、

直ちに都及び気象庁に通報する。 

（６）災害原因に関する重要な情報について、都又は関係機関から通報を受けたとき、又

は自ら知ったときは、直ちに区域内の公共的団体その他重要な施設の管理者、住民防

災組織及び一般区民等に周知する。 

 

【通信連絡の系統図】 
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※１ 災害の状況により都災害対策本部に報告できない場合 
※２ 災害の状況により緊急災害現地対策本部が設置された場合 
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 第３節 区民相互の情報連絡等の環境整備 
[区] 

１ 日頃から、家族との災害発生時の安否確認方法などをよく相談するよう啓発する。 

 

２ 避難者への情報提供の一環として、避難所予定施設に災害時用公共無線ＬＡＮの配備

を進める。 

 

３ 通信事業者等と連携した安否確認手段の確保等により、区民、事業者及び帰宅困難者

等への情報提供を充実するほか、モバイル衛星通信機器等の活用などにより、情報通信

の基盤強化と通信手段の多様化を図る。 
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応急対策 

第１節 情報連絡体制 
[各機関] 

災害時に、情報が途絶することなく、迅速かつ的確に情報共有が行えるよう、関係機関

相互の情報連絡体制を以下のとおりとする。 

 

１ 区の通信体制 

災害時には、区の通信連絡体制を一元化、体系化して情報を集約・管理する。その場

合の体制は以下のとおりである。 

（１）区災害対策本部設置前は、区都市計画部危機管理担当防災課を区の総括窓口とする。 

（２）区災害対策本部が設置された場合は、本部長室事務局企画情報隊（詳しくは、第２

節「災害に関する情報の収集・伝達」参照）が各機関との通信連絡を実施する。 

（３）区災害対策本部が設置された場合は、各部長は電話を平常業務のために使用するこ

とを制限するとともに部の通信連絡を総括する。 

（４）都災害対策本部に対する情報連絡は、都防災行政無線を使用する。なお、災害の状

況により都災害対策本部に連絡することができない場合は、国の現地対策本部又は総

務省消防庁等に対して直接連絡をする。 

（５）災害が発生するおそれのある異常な現象を発見した者またはその発見者から通報

を受けた警察官もしくは海上保安官から通報を受けたとき、又は自ら知ったときは、

直ちに都及び気象庁に通報する。 

（６）災害原因に関する重要な情報について、都又は関係機関から通報を受けたとき、又

は自ら知ったときは、直ちに区域内の公共的団体その他重要な施設の管理者、住民防

災組織及び一般区民等に周知する。 

 

【通信連絡の系統図】 
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※１ 災害の状況により都災害対策本部に報告できない場合 
※２ 災害の状況により緊急災害現地対策本部が設置された場合 
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２ 連絡責任者 

区災対各部及び各防災関係機関は、あらかじめ定めた連絡責任者を窓口とし、必要

な情報連絡を行う。 

 

３ 有線途絶時に対する措置 

有線通信の途絶時には、都、区及び関係機関の配備した無線を使用し、通信連絡を確

保する。なお、情報収集に当たっては、ラジオ、テレビ等も利用する。 

 

４ 報道機関との連携 

災害発生時、災害対策本部設置時には、放送要請による対応を行う場合があるほか、

災害対策本部設置に至らない場合でも、区民等に対し各放送機関等と連携した避難指

示等に関する情報提供を行うなど、より一層の災害対応を実施する。 

伝達する情報の例 

（１）高齢者等避難 

（２）避難指示 

（３）その他災害応急対策に関わる事項 

 

第２節 災害に関する情報の収集・伝達 
[各機関] 

各機関における情報の収集及び伝達は、以下のとおりとする。 

 

機関名 内  容 

区 

１ 情報の収集 

（１）本部長室事務局長は、被害状況等収集のため災害地の特別調査

を行う必要があると認めたときは、適宜、各災対部長に対し、調

査員派遣を要請することができる。 

   この際、災対総務部に所属する出張所の職員は、管轄区域内の

被害状況等の収集・報告に努めるものとする。 

ア 調査班の編成等 

調査班の数及び構成その他必要事項は、特別調査を要請され

た災対部長が、調査事項、実施要領、職員の参集状況及び本部

長室事務局長が特に要望する事項等を踏まえて適宜定める。 

イ 調査班の任務 

調査班は、各災対部長の指示により出動し、現地の状況を調

査する。 

※ Ⅳ-05：地域防災行政無線局一覧表（別冊 P248 参照）＜再掲＞ 

※ Ⅳ-08：本所警察署通信系統図（別冊 P255 参照） 

※ Ⅳ-09：向島警察署通信系統図（別冊 P256 参照） 

※ Ⅳ-11：消防関係通信連絡系統図（別冊 P258 参照） 

※ Ⅳ-12：本所消防団連絡系統図（別冊 P259 参照） 

※ Ⅳ-13：向島消防団連絡系統図（別冊 P260 参照） 

※ Ⅳ-10：東京消防庁第七消防方面無線通信系統図（別冊 P257 参照） 
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機関名 内  容 

区 

ウ 調査事項 

調査事項は、おおむね次のとおりとする。 

（ア）災害原因 

（イ）被害状況 

（ウ）応急措置状況 

（エ）災害地住民の動向及び要望事項 

（オ）現地活動の問題点 

（カ）その他必要な事項 

エ 実施要領 

調査に当たっては、警察官、消防職員、現地住民等の協力を

得て実施し、速やかに調査の結果を指揮系統を通じ区本部長（本

部長室事務局長宛て）に報告する。 

（２）災害情報の収集は、その伝達とともに他の通信に優先させ、特

に重要事案については、継続的かつ系統的な報告を求める。 

（３）区において特に重点的に収集する事項は、次のとおりである。

なお、収集された災害情報については、区、警察署、消防署の三

者が協同して検討し、内容の正確を期するよう努める。 

ア 異常現象の発生内容又は災害発生の原因及び経過 

イ 管内の被害に関する情報 

ウ 区として実施した措置状況 

（４）区災対各部は、災害が発生したときから、当該災害に関する応

急対策が完了するまで、以下の要領によりそれぞれの所掌事務に

ついて本部長室事務局企画情報隊に報告する。 

ア 報告すべき事項 

報告事項及び報告主管部・隊は、※別表のとおりである。 

イ 報告の区分 

（ア）速報 

（気象状況） 

異常現象を発見したときは、直ちに報告し、できる限りそ

の後１時間ごとに現状を報告する。 

（被害状況） 

被害の大小に関わらず、現況把握次第、直ちに報告する。 

（措置状況） 

災害応急対策の実施の都度、必要と認める事項につき報告

する。 

（イ）中間報告 

（被害状況） 

災害発生被害状況が確定するまで､毎日 10 時までに前日ま

での分を取りまとめ、報告する。 

（措置状況） 

災害応急対策活動を実施している間、毎日 10 時までに前

日分を取りまとめ、報告する。 

（ウ）決定事項 

（被害状況） 

被害状況が確定したときは、電話により一報を入れ、事後

写真その他の資料を添付のうえ、速やかに文書により報告す

る。 

（措置状況） 

災害応急対策活動が完了した後、速やかに文書により取り

まとめ、報告する。 
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２ 連絡責任者 

区災対各部及び各防災関係機関は、あらかじめ定めた連絡責任者を窓口とし、必要

な情報連絡を行う。 

 

３ 有線途絶時に対する措置 

有線通信の途絶時には、都、区及び関係機関の配備した無線を使用し、通信連絡を確

保する。なお、情報収集に当たっては、ラジオ、テレビ等も利用する。 

 

４ 報道機関との連携 

災害発生時、災害対策本部設置時には、放送要請による対応を行う場合があるほか、

災害対策本部設置に至らない場合でも、区民等に対し各放送機関等と連携した避難指

示等に関する情報提供を行うなど、より一層の災害対応を実施する。 

伝達する情報の例 

（１）高齢者等避難 

（２）避難指示 

（３）その他災害応急対策に関わる事項 

 

第２節 災害に関する情報の収集・伝達 
[各機関] 

各機関における情報の収集及び伝達は、以下のとおりとする。 

 

機関名 内  容 

区 

１ 情報の収集 

（１）本部長室事務局長は、被害状況等収集のため災害地の特別調査

を行う必要があると認めたときは、適宜、各災対部長に対し、調

査員派遣を要請することができる。 

   この際、災対総務部に所属する出張所の職員は、管轄区域内の

被害状況等の収集・報告に努めるものとする。 

ア 調査班の編成等 

調査班の数及び構成その他必要事項は、特別調査を要請され

た災対部長が、調査事項、実施要領、職員の参集状況及び本部

長室事務局長が特に要望する事項等を踏まえて適宜定める。 

イ 調査班の任務 

調査班は、各災対部長の指示により出動し、現地の状況を調

査する。 

※ Ⅳ-05：地域防災行政無線局一覧表（別冊 P248 参照）＜再掲＞ 

※ Ⅳ-08：本所警察署通信系統図（別冊 P255 参照） 

※ Ⅳ-09：向島警察署通信系統図（別冊 P256 参照） 

※ Ⅳ-11：消防関係通信連絡系統図（別冊 P258 参照） 

※ Ⅳ-12：本所消防団連絡系統図（別冊 P259 参照） 

※ Ⅳ-13：向島消防団連絡系統図（別冊 P260 参照） 

※ Ⅳ-10：東京消防庁第七消防方面無線通信系統図（別冊 P257 参照） 
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機関名 内  容 

区 

ウ 調査事項 

調査事項は、おおむね次のとおりとする。 

（ア）災害原因 

（イ）被害状況 

（ウ）応急措置状況 

（エ）災害地住民の動向及び要望事項 

（オ）現地活動の問題点 

（カ）その他必要な事項 

エ 実施要領 

調査に当たっては、警察官、消防職員、現地住民等の協力を

得て実施し、速やかに調査の結果を指揮系統を通じ区本部長（本

部長室事務局長宛て）に報告する。 

（２）災害情報の収集は、その伝達とともに他の通信に優先させ、特

に重要事案については、継続的かつ系統的な報告を求める。 

（３）区において特に重点的に収集する事項は、次のとおりである。

なお、収集された災害情報については、区、警察署、消防署の三

者が協同して検討し、内容の正確を期するよう努める。 

ア 異常現象の発生内容又は災害発生の原因及び経過 

イ 管内の被害に関する情報 

ウ 区として実施した措置状況 

（４）区災対各部は、災害が発生したときから、当該災害に関する応

急対策が完了するまで、以下の要領によりそれぞれの所掌事務に

ついて本部長室事務局企画情報隊に報告する。 

ア 報告すべき事項 

報告事項及び報告主管部・隊は、※別表のとおりである。 

イ 報告の区分 

（ア）速報 

（気象状況） 

異常現象を発見したときは、直ちに報告し、できる限りそ

の後１時間ごとに現状を報告する。 

（被害状況） 

被害の大小に関わらず、現況把握次第、直ちに報告する。 

（措置状況） 

災害応急対策の実施の都度、必要と認める事項につき報告

する。 

（イ）中間報告 

（被害状況） 

災害発生被害状況が確定するまで､毎日 10 時までに前日ま

での分を取りまとめ、報告する。 

（措置状況） 

災害応急対策活動を実施している間、毎日 10 時までに前

日分を取りまとめ、報告する。 

（ウ）決定事項 

（被害状況） 

被害状況が確定したときは、電話により一報を入れ、事後

写真その他の資料を添付のうえ、速やかに文書により報告す

る。 

（措置状況） 

災害応急対策活動が完了した後、速やかに文書により取り

まとめ、報告する。 
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機関名 内  容 

区 

（５）区、警察署及び消防署の三者は、総合的被害状況を協議検討し、

その確定を待って必要な関係機関に通報する。 

 

２ 情報の伝達 

災害情報の伝達は特に迅速正確を期し、有線電話、無線、連絡員

（伝令）等により行い、関係機関、民間団体等の協力を得るようあ

らかじめ依頼する。 

（１）区は、情報を収集したのち速やかに整理し、都に報告する。 

（２）区民等に対する伝達には、風評被害やパニック防止等に注意し

つつ要配慮者にも十分配慮のうえ、防災行政無線、区公式ホーム

ページ、すみだ安全・安心メール、区公式 LINE、危機管理Ｘ（旧

ツイッター）、区公式フェイスブック、緊急速報メール、広報車

両、その他あらゆる方法により速やかに実施する。 

また、自らでは情報の入手が困難な要配慮者に配慮した情報伝

達方法を確立する。 

（３）区は、災害対策本部設置時に、都を通じて放送要請による対応

を行う場合があるほか、災害対策本部設置に至らない場合でも、

区民等に対し各放送機関等と連携した避難指示等に関する情報提

供を行うなど、より一層の災害対策を実施する。 

 

３ 受発信用箋の様式 

受発信用箋の様式については所定の用紙を使用する。 

 

４ 水防に関する情報の収集及び伝達 

雨量、高水位、高潮位通報、水防警報及び津波警報等水防活動に

必要な情報及び伝達は、この計画のほか墨田区雨雪対応実施要領に

定める。 

警 視 庁 

第七方面本部 

本所・向島 

警 察 署 

主な収集事項は、家屋の倒壊状況、死者・負傷者等の状況、主要道

路・高速道路・橋及び交通機関の状況、住民の避難状況、火災の拡大

状況、堤防・護岸等の破壊状況、電気・水道・ガス・通信施設の状況、

その他とする。 

東京消防庁第七

消防方面本部 

本所・向島 

消 防 署 

主な情報収集事項は、火災発生状況及び消防活動状況、救助・救急

発生状況及び救助・救急活動状況、避難道路及び橋梁の被災状況、避

難の必要の有無及び状況、救急告示医療機関等の診察状況、その他消

防活動上必要ある状況とする。 

災害現地にある 

防 災 関 係 機 関 

災害現地にある防災関係機関の現地責任者が、被害状況等を把握し

たときは、速やかに所属機関の長に報告しなければならない。 

 

  

※ Ⅵ-03：受信用紙兼情報連絡票（別冊 P317 参照） 

※ Ⅵ-04：広報発信票（別冊 P318 参照） 
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※別表 

報告事項及び報告主管隊一覧表 

報告事項：速報・中間報告・決定報告 報告主管災対部・隊 

気 象 状 況 
気象情報 

水象情報 

本部長室事務局 企画情報隊       

災対建設部 庶務隊   

措 置 状 況 

職員動員数 災対各部 各隊 

水防活動 災対建設部 巡検隊 

避難収容状況 災対救護部 各収容隊      

救助物資及び物資経理状況 災対物資輸送部 各物資輸送隊 

災害地域消毒状況 災対保健衛生部 防疫医療担当 

庁舎・避難所等の応急修理状況 災対建築部 営繕隊 

物品の出納保管 災対総務部 財務・経理隊 

車両舟艇等の調達 
災対総務部 総務隊 

本部職員の給食その他の措置 

支援活動 災対施設保護部 各施設保護隊 

被 害 状 況 

人家屋被害 
災対総務部 総務隊 

商工業被害 

公共土木施設被害 災対建設部 庶務隊 

区有財産被害 災対総務部 総務隊 

教育施設被害 災対教育部 庶務隊 
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機関名 内  容 

区 

（５）区、警察署及び消防署の三者は、総合的被害状況を協議検討し、

その確定を待って必要な関係機関に通報する。 

 

２ 情報の伝達 

災害情報の伝達は特に迅速正確を期し、有線電話、無線、連絡員

（伝令）等により行い、関係機関、民間団体等の協力を得るようあ

らかじめ依頼する。 

（１）区は、情報を収集したのち速やかに整理し、都に報告する。 

（２）区民等に対する伝達には、風評被害やパニック防止等に注意し

つつ要配慮者にも十分配慮のうえ、防災行政無線、区公式ホーム

ページ、すみだ安全・安心メール、区公式 LINE、危機管理Ｘ（旧

ツイッター）、区公式フェイスブック、緊急速報メール、広報車

両、その他あらゆる方法により速やかに実施する。 

また、自らでは情報の入手が困難な要配慮者に配慮した情報伝

達方法を確立する。 

（３）区は、災害対策本部設置時に、都を通じて放送要請による対応

を行う場合があるほか、災害対策本部設置に至らない場合でも、

区民等に対し各放送機関等と連携した避難指示等に関する情報提

供を行うなど、より一層の災害対策を実施する。 

 

３ 受発信用箋の様式 

受発信用箋の様式については所定の用紙を使用する。 

 

４ 水防に関する情報の収集及び伝達 

雨量、高水位、高潮位通報、水防警報及び津波警報等水防活動に

必要な情報及び伝達は、この計画のほか墨田区雨雪対応実施要領に

定める。 

警 視 庁 

第七方面本部 

本所・向島 

警 察 署 

主な収集事項は、家屋の倒壊状況、死者・負傷者等の状況、主要道

路・高速道路・橋及び交通機関の状況、住民の避難状況、火災の拡大

状況、堤防・護岸等の破壊状況、電気・水道・ガス・通信施設の状況、

その他とする。 

東京消防庁第七

消防方面本部 

本所・向島 

消 防 署 

主な情報収集事項は、火災発生状況及び消防活動状況、救助・救急

発生状況及び救助・救急活動状況、避難道路及び橋梁の被災状況、避

難の必要の有無及び状況、救急告示医療機関等の診察状況、その他消

防活動上必要ある状況とする。 

災害現地にある 

防 災 関 係 機 関 

災害現地にある防災関係機関の現地責任者が、被害状況等を把握し

たときは、速やかに所属機関の長に報告しなければならない。 

 

  

※ Ⅵ-03：受信用紙兼情報連絡票（別冊 P317 参照） 

※ Ⅵ-04：広報発信票（別冊 P318 参照） 
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※別表 

報告事項及び報告主管隊一覧表 

報告事項：速報・中間報告・決定報告 報告主管災対部・隊 

気 象 状 況 
気象情報 

水象情報 

本部長室事務局 企画情報隊       

災対建設部 庶務隊   

措 置 状 況 

職員動員数 災対各部 各隊 

水防活動 災対建設部 巡検隊 

避難収容状況 災対救護部 各収容隊      

救助物資及び物資経理状況 災対物資輸送部 各物資輸送隊 

災害地域消毒状況 災対保健衛生部 防疫医療担当 

庁舎・避難所等の応急修理状況 災対建築部 営繕隊 

物品の出納保管 災対総務部 財務・経理隊 

車両舟艇等の調達 
災対総務部 総務隊 

本部職員の給食その他の措置 

支援活動 災対施設保護部 各施設保護隊 

被 害 状 況 

人家屋被害 
災対総務部 総務隊 

商工業被害 

公共土木施設被害 災対建設部 庶務隊 

区有財産被害 災対総務部 総務隊 

教育施設被害 災対教育部 庶務隊 
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 第３節 被害状況等の報告体制 
[区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、

本所・向島消防署] 

 

機関名 内  容 

区 

都に対する報告 

本部長室事務局企画情報隊は、災害が発生した時から当該災害に関する

応急対策が完了するまで、被害状況等について、都災害情報システム（ 

ＤＩＳ）により都へ報告する。ただし、システム障害等により入力できな

い場合は、「災害報告取扱要領」（平成５年４月都総務局災害対策部）に

定められた報告様式等に基づき、都防災行政無線、電話、ファクシミリな

どあらゆる手段により報告する。 

なお、家屋の倒壊や火災が多発する災害が発生した場合及び災害対策基

本法第 53 条に基づく被害状況を都に報告できない場合には、国（総務省

消防庁）に報告する。 

１ 報告すべき事項 

災害の原因、災害が発生した日時、災害が発生した場所または地域、

被害状況、被害の程度は、認定基準、災害に対して既に取った措置及び

今後取ろうとする措置、災害救助法適用の要否及び必要とする救助の種

類、その他必要な事項 

２ 報告の種類、期限等 

報告の種類、提出（入力）期限は次の表のとおりとする。 

報告の種類 入力期限 入力画面 

発 災 通 知 即時（30 分以内） 発災情報 

被害措置概況速報 
即時（30 分以内）及び都が通知

する期限内 

災害総括 

被害情報 

措置情報 

要 請 通 知 即時（30 分以内） 要請情報 

確
定
報 

災害確定報告 

応急対策を終了した後 20日以内 

災害総括 

各種確定報告 
被害情報 

措置情報 

災 害 年 報 ４月 20 日 災害総括 

※ Ⅳ-07：都災害情報システム（ＤＩＳ）入力要領「被害程度の認定基準」

警 視 庁 

第七方面本部 

本 所 ・ 向 島 

警 察 署 

 区災害対策本部に要員を派遣するとともに、警察無線、防災無線等によ

り、収集した被害状況等を伝達して、関係機関と情報交換を図る。 

  

（別冊 P252参照） 
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機関名 内  容 

東京消防庁第七 

消防方面本部 

本 所 ・ 向 島 

消 防 署 

各消防署管内の被害状況及び各種消防活動の状況等について、次の手段

により収集した情報を、適宜、都に伝達・共有するとともに、警視庁、自

衛隊等の関係機関と情報交換を図る。 

１ 高所高感度カメラを用いた管内の火災発生状況、建物倒壊状況等の把

握 

２ 地震計ネットワーク、地震被害予測システム、延焼シミュレーション

等を活用した被害状況の予測 

３ 消防車両、情報活動隊、広報車隊、巡回情報収集班等による早期災害

情報システム等を活用した被害状況の把握 

４ 消防職（団）員の参集者が早期災害情報システム等を活用して収集し

た被害状況の把握 
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 第３節 被害状況等の報告体制 
[区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、

本所・向島消防署] 

 

機関名 内  容 

区 

都に対する報告 

本部長室事務局企画情報隊は、災害が発生した時から当該災害に関する

応急対策が完了するまで、被害状況等について、都災害情報システム（ 

ＤＩＳ）により都へ報告する。ただし、システム障害等により入力できな

い場合は、「災害報告取扱要領」（平成５年４月都総務局災害対策部）に

定められた報告様式等に基づき、都防災行政無線、電話、ファクシミリな

どあらゆる手段により報告する。 

なお、家屋の倒壊や火災が多発する災害が発生した場合及び災害対策基

本法第 53 条に基づく被害状況を都に報告できない場合には、国（総務省

消防庁）に報告する。 

１ 報告すべき事項 

災害の原因、災害が発生した日時、災害が発生した場所または地域、

被害状況、被害の程度は、認定基準、災害に対して既に取った措置及び

今後取ろうとする措置、災害救助法適用の要否及び必要とする救助の種

類、その他必要な事項 

２ 報告の種類、期限等 

報告の種類、提出（入力）期限は次の表のとおりとする。 

報告の種類 入力期限 入力画面 

発 災 通 知 即時（30 分以内） 発災情報 

被害措置概況速報 
即時（30 分以内）及び都が通知

する期限内 

災害総括 

被害情報 

措置情報 

要 請 通 知 即時（30 分以内） 要請情報 

確
定
報 

災害確定報告 

応急対策を終了した後 20日以内 

災害総括 

各種確定報告 
被害情報 

措置情報 

災 害 年 報 ４月 20 日 災害総括 

※ Ⅳ-07：都災害情報システム（ＤＩＳ）入力要領「被害程度の認定基準」

警 視 庁 

第七方面本部 

本 所 ・ 向 島 

警 察 署 

 区災害対策本部に要員を派遣するとともに、警察無線、防災無線等によ

り、収集した被害状況等を伝達して、関係機関と情報交換を図る。 

  

（別冊 P252参照） 
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機関名 内  容 

東京消防庁第七 

消防方面本部 

本 所 ・ 向 島 

消 防 署 

各消防署管内の被害状況及び各種消防活動の状況等について、次の手段

により収集した情報を、適宜、都に伝達・共有するとともに、警視庁、自

衛隊等の関係機関と情報交換を図る。 

１ 高所高感度カメラを用いた管内の火災発生状況、建物倒壊状況等の把

握 

２ 地震計ネットワーク、地震被害予測システム、延焼シミュレーション

等を活用した被害状況の予測 

３ 消防車両、情報活動隊、広報車隊、巡回情報収集班等による早期災害

情報システム等を活用した被害状況の把握 

４ 消防職（団）員の参集者が早期災害情報システム等を活用して収集し

た被害状況の把握 
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 第４節 広報及び広聴活動 
[区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、

本所・向島消防署] 

区内や所管施設などにおいて災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに警

察署、消防署等と連携して、適切かつ迅速な広報活動を行う。 

また、被災者のための相談所を設け、要望事項や苦情を聴取し、その解決を図る（震災編

第 13 章「住民の生活の早期再建」参照）。 

 

機関名 内  容 

区 

１ 災害広報情報の収集及び伝達 

広報活動に必要な情報の収集及び伝達並びにそのために必要な通信連

絡は、この計画に特に定める場合を除き、応急対策第１節「情報連絡体制」、

同第２節「災害に関する情報の収集・伝達」及び同第３節「被害状況等の

報告体制」に定めるところにより処理する。 
 
２ 区民への広報 

（１）広報内容 

ア 気象状況、防災活動状況及び今後の見通し 

イ 出火防止、初期消火、救出救護及び要配慮者への支援の呼びかけ 

ウ 被害状況、関係機関の諸活動（治安、救助、消防、警備、水防等） 

エ 避難指示等の伝達 

オ 避難誘導、その他必要事項 

カ 事故の防止、防疫についての注意 

キ 交通、運輸の状況 

ク 救護所や救急告示医療機関等の診療情報 

ケ 区民の安心、安全に関する事項 

コ その他区民が必要としている事項 

（２）方法 

ア 区公式ホームページ、ＳＮＳ、ケーブルテレビなど多様なメディア

の活用を図るほか、区報臨時号等の発行も検討する。また、消防署・

消防団等の防災関係機関、東京消防庁災害時支援ボランティア、住民

防災組織、民間団体の協力を得て実施する。 

イ 広報時期及び内容の選択に注意し、防災関係機関との相互連絡を密

にする。 
 
３ 報道機関への発表 

（１）報道機関に対して災害情報その他必要な事項を発表する場合は、あ

らかじめ防災関係機関と連絡協議し、正確な事項、内容を発表する。 

（２）発表内容に当たっては、特にその適正を期する。 

（３）発表責任者は、本部長室事務局広報隊長とする。 

（４）総括的な発表に余裕のないとき又は緊急を要する発表は、それぞれ

の活動機関において行うことができる。ただし、その発表内容を本部

長室事務局広報隊長へ報告すること。 
 
４ ＮＨＫ及び民間放送局に対する放送要請 

（１）放送の要請 

災害に関する予報もしくは警報又は通知に係る事項、予想される災害

の事態及びこれに対して取るべき措置、その他の事項について、公衆電

気通信設備、有線電気通信設備又は無線設備により通信できない場合に 
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機関名 内  容 

区 

おいて、その通信のため特別の必要があるときに、ＮＨＫ及び民間放送

局に対し、放送を求めることができる（災害対策基本法第 57 条）。 

（２）要請の方法 

区本部長は、放送要請の必要がある場合には、放送要請の理由・放送事

項等を明らかにして、都総務局総合防災部（都災害対策本部を設置したと

きは本部長室）を通じて要請する。ただし、緊急を要する場合は、ＮＨＫ

報道局編集部及び民間放送局に直接依頼し、事後都に連絡する。 
 
５ 広聴活動 

災害が終息したのち、被災地を巡回して移動相談を実施するとともに、

被災地及び避難所等に臨時被災者相談所を設け、相談、要望、苦情等を聴

取し、速やかに関係機関に連絡して早期解決を図る。 
 
６ 広報写真等の作成 

災害時における被害地の状況その他を写真等に収め、復旧対策広報活動

の資料として活用する。撮影は原則として広報隊員が実施する。 

警 視 庁 

第七方面本部 

本所・向島 

警 察 署 

１ 広報活動 

（１）広報内容 

ア 予震、津波等気象庁の情報 

イ 地域の被害情報及び見通し 

ウ ライフライン等の被害状況及び復旧見通し 

エ 主要道路・高速道路・橋等の被害状況及び復旧見通し 

オ 被災地域・避難場所等に対する警戒状況等 

（２）広報手段 

ア トランジスターメガホン 

イ 交番（駐在所）備付けマイク 

ウ パトロールカー、白バイ、広報車 

エ ホームページ等 
 
２ 広聴活動 

警察署又は交番その他必要な場所に臨時相談所を設置して、警察関係の

相談に当たる。 

東京消防庁第七 

消防方面本部 

本所・向島 

消 防 署 

１ 広報活動 

（１）広報内容 

ア 出火防止、初期消火の呼びかけ 

イ 救出救護及び要配慮者への支援の呼びかけ 

ウ 火災及び水災に関する情報 

エ 避難指示に関する情報 

オ 救急告示医療機関等の診療情報 

カ その他都民が必要としている情報 

（２）広報手段 

ア 消防車両等の拡声装置等による情報提供 

イ 消防署、消防団及び町会の掲示板等への掲示 

ウ テレビ、ラジオ等報道機関を介しての情報提供 

エ ホームページ・ＳＮＳ・消防アプリ等を活用した情報提供 

オ 消防団員、東京消防庁災害時支援ボランティア、自主防災組織を介

しての情報提供 
 

２ 広聴活動 

災害の規模に応じて、消防庁舎その他必要な場所で各種相談等に対応す

る。   
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 第４節 広報及び広聴活動 
[区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、

本所・向島消防署] 

区内や所管施設などにおいて災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに警

察署、消防署等と連携して、適切かつ迅速な広報活動を行う。 

また、被災者のための相談所を設け、要望事項や苦情を聴取し、その解決を図る（震災編

第 13 章「住民の生活の早期再建」参照）。 

 

機関名 内  容 

区 

１ 災害広報情報の収集及び伝達 

広報活動に必要な情報の収集及び伝達並びにそのために必要な通信連

絡は、この計画に特に定める場合を除き、応急対策第１節「情報連絡体制」、

同第２節「災害に関する情報の収集・伝達」及び同第３節「被害状況等の

報告体制」に定めるところにより処理する。 
 
２ 区民への広報 

（１）広報内容 

ア 気象状況、防災活動状況及び今後の見通し 

イ 出火防止、初期消火、救出救護及び要配慮者への支援の呼びかけ 

ウ 被害状況、関係機関の諸活動（治安、救助、消防、警備、水防等） 

エ 避難指示等の伝達 

オ 避難誘導、その他必要事項 

カ 事故の防止、防疫についての注意 

キ 交通、運輸の状況 

ク 救護所や救急告示医療機関等の診療情報 

ケ 区民の安心、安全に関する事項 

コ その他区民が必要としている事項 

（２）方法 

ア 区公式ホームページ、ＳＮＳ、ケーブルテレビなど多様なメディア

の活用を図るほか、区報臨時号等の発行も検討する。また、消防署・

消防団等の防災関係機関、東京消防庁災害時支援ボランティア、住民

防災組織、民間団体の協力を得て実施する。 

イ 広報時期及び内容の選択に注意し、防災関係機関との相互連絡を密

にする。 
 
３ 報道機関への発表 

（１）報道機関に対して災害情報その他必要な事項を発表する場合は、あ

らかじめ防災関係機関と連絡協議し、正確な事項、内容を発表する。 

（２）発表内容に当たっては、特にその適正を期する。 

（３）発表責任者は、本部長室事務局広報隊長とする。 

（４）総括的な発表に余裕のないとき又は緊急を要する発表は、それぞれ

の活動機関において行うことができる。ただし、その発表内容を本部

長室事務局広報隊長へ報告すること。 
 
４ ＮＨＫ及び民間放送局に対する放送要請 

（１）放送の要請 

災害に関する予報もしくは警報又は通知に係る事項、予想される災害

の事態及びこれに対して取るべき措置、その他の事項について、公衆電

気通信設備、有線電気通信設備又は無線設備により通信できない場合に 
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機関名 内  容 

区 

おいて、その通信のため特別の必要があるときに、ＮＨＫ及び民間放送

局に対し、放送を求めることができる（災害対策基本法第 57 条）。 

（２）要請の方法 

区本部長は、放送要請の必要がある場合には、放送要請の理由・放送事

項等を明らかにして、都総務局総合防災部（都災害対策本部を設置したと

きは本部長室）を通じて要請する。ただし、緊急を要する場合は、ＮＨＫ

報道局編集部及び民間放送局に直接依頼し、事後都に連絡する。 
 
５ 広聴活動 

災害が終息したのち、被災地を巡回して移動相談を実施するとともに、

被災地及び避難所等に臨時被災者相談所を設け、相談、要望、苦情等を聴

取し、速やかに関係機関に連絡して早期解決を図る。 
 
６ 広報写真等の作成 

災害時における被害地の状況その他を写真等に収め、復旧対策広報活動

の資料として活用する。撮影は原則として広報隊員が実施する。 

警 視 庁 

第七方面本部 

本所・向島 

警 察 署 

１ 広報活動 

（１）広報内容 

ア 予震、津波等気象庁の情報 

イ 地域の被害情報及び見通し 

ウ ライフライン等の被害状況及び復旧見通し 

エ 主要道路・高速道路・橋等の被害状況及び復旧見通し 

オ 被災地域・避難場所等に対する警戒状況等 

（２）広報手段 

ア トランジスターメガホン 

イ 交番（駐在所）備付けマイク 

ウ パトロールカー、白バイ、広報車 

エ ホームページ等 
 
２ 広聴活動 

警察署又は交番その他必要な場所に臨時相談所を設置して、警察関係の

相談に当たる。 

東京消防庁第七 

消防方面本部 

本所・向島 

消 防 署 

１ 広報活動 

（１）広報内容 

ア 出火防止、初期消火の呼びかけ 

イ 救出救護及び要配慮者への支援の呼びかけ 

ウ 火災及び水災に関する情報 

エ 避難指示に関する情報 

オ 救急告示医療機関等の診療情報 

カ その他都民が必要としている情報 

（２）広報手段 

ア 消防車両等の拡声装置等による情報提供 

イ 消防署、消防団及び町会の掲示板等への掲示 

ウ テレビ、ラジオ等報道機関を介しての情報提供 

エ ホームページ・ＳＮＳ・消防アプリ等を活用した情報提供 

オ 消防団員、東京消防庁災害時支援ボランティア、自主防災組織を介

しての情報提供 
 

２ 広聴活動 

災害の規模に応じて、消防庁舎その他必要な場所で各種相談等に対応す

る。   
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 第５節 区民相互の情報連絡等 
[区、ＮＴＴ東日本] 

都や報道機関等と連携して、区民、事業者等に対し安否確認方法の周知を行う。 

区民等は、災害用伝言ダイヤル（171）、災害用伝言板（web171）等を利用し、家族等の安

否を確認する。 
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復旧対策 

第１節 情報連絡体制 
応急対策第１節「情報連絡体制」に準ずる。 

 

第２節 災害に関する情報の収集・伝達 
応急対策第２節「災害に関する情報の収集・伝達」に準ずる。 

 

第３節 被害状況等の報告体制 
応急対策第３節「被害状況等の報告体制」に準ずる。 

 

第４節 広報及び広聴活動 
応急対策第４節「広報及び広聴活動」に準ずる。 

 

第５節 区民相互の情報連絡等 
応急対策第５節「区民相互の情報連絡等」に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
１
章

第
１
章

区
、
区
民
、
防
災
機
関
等
の

基
本
的
責
務
と
役
割

第
２
章

第
２
章

区
民
と
地
域
の
防
災
力
向
上

第
３
章

第
３
章

安
全
な
都
市
づ
く
り
の
実
現

第
４
章

第
４
章

安
全
な
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

及
び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
等
の
確
保

第
５
章

第
５
章

津
波
等
対
策

第
６
章

第
６
章

広
域
的
な
視
点
か
ら
の
応
急

対
応
力
の
強
化

第
７
章

第
７
章

情
報
通
信
の
確
保

第
８
章

第
８
章

医
療
救
護

・
保
健
等
対
策

172



震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第７７章章  情情報報通通信信のの確確保保  

【応急対策】第５節 区民相互の情報連絡等 
 

170 

第第
１１
章章  

区
、
区
民
、
防
災
機
関
等
の

基
本
的
責
務
と
役
割 

第第
２２
章章  

区
民
と
地
域
の
防
災
力
向
上 

第第
３３
章章  

安
全
な
都
市
づ
く
り
の
実
現 

第第
６６
章章  

広
域
的
な
視
点
か
ら
の
応
急

対
応
力
の
強
化 

第第
７７
章章  

情
報
通
信
の
確
保 

第第
８８
章章  

医
療
救
護
等
対
策 

第第
５５
章章  

津
波
等
対
策 

第第
４４
章章  

安
全
な
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

及
び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
等
の
確
保 

 第５節 区民相互の情報連絡等 
[区、ＮＴＴ東日本] 

都や報道機関等と連携して、区民、事業者等に対し安否確認方法の周知を行う。 

区民等は、災害用伝言ダイヤル（171）、災害用伝言板（web171）等を利用し、家族等の安

否を確認する。 
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復旧対策 

第１節 情報連絡体制 
応急対策第１節「情報連絡体制」に準ずる。 

 

第２節 災害に関する情報の収集・伝達 
応急対策第２節「災害に関する情報の収集・伝達」に準ずる。 

 

第３節 被害状況等の報告体制 
応急対策第３節「被害状況等の報告体制」に準ずる。 

 

第４節 広報及び広聴活動 
応急対策第４節「広報及び広聴活動」に準ずる。 

 

第５節 区民相互の情報連絡等 
応急対策第５節「区民相互の情報連絡等」に準ずる。 
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第８章 医療救護・保健等対策 
 

震災時には、家屋やブロック塀の倒壊、火災等により多数の負傷者が発生することが
想定されるため、災害発生直後から多数の負傷者に対し、迅速な医療救護活動を行うと
ともに、遺体については適切な取扱いが求められる。 
ここでは、発災時における初動医療体制の確立や医薬品・医療資器材の確保、災害拠点

病院の整備、遺体の火葬など医療救護・保健等の対策を示す。 

 

１ 想定される事態と認識 
〇 総則第２章第２節に掲げる被害想定では、区内の死者 321人、負傷者 3,307人（うち重

傷者 578人）とされるなど、大規模な災害では多数の死傷者が発生する事態が想定されて

いる。 

〇 震災時、医療機関が被災し、医療機能が喪失するおそれがある中でも、医療機能の継続

や災害拠点病院をはじめとした医療機関の受入体制の構築が求められるとともに、医薬品

や医療資器材についても、備蓄などの方法で確保する必要がある。 
〇 遺体については、死者の尊厳と遺族の感情を十分に考慮し、迅速かつ適切に取り扱わな

ければならない。 
 

２ 現在の到達状況 
（（１１））初初動動医医療療体体制制のの整整備備  

〇 災害時の医療救護活動に従事する者の登録（1,577人）（令和８年１月現在） 

〇 医師会等医療救護活動関係団体への区防災行政無線の設置、災対保健衛生部及び緊急

医療救護所設置場所へのＩＰ無線等の配備 

〇 「墨田区災害時医療救護活動マニュアル」の改定 

〇 区は、災対保健衛生部に医療救護活動を統括・調整するために、医療救護活動拠点を

設置することとしている。 

（（２２））医医薬薬品品・・医医療療資資器器材材のの確確保保  

〇 指定避難所や一部緊急医療救護所設置場所等への医療資器材等の配備 

（（３３））遺遺体体のの取取扱扱いい  

〇 災害時における遺体の搬送及び棺等葬祭用品の供給等についての協定締結（２団体）

（令和８年１月現在） 

 

３ 対策の方向性 
（（１１））初初動動医医療療体体制制のの整整備備  

〇 被災地域の状況を踏まえ、限られた医療資源を発災直後から最大限活用できるよう、

区災害対策本部の下に設置する区災害医療コーディネーターを中心とした医療救護活

動拠点と、各二次保健医療圏に設置する東京都地域災害医療コーディネーターを中心と

した医療対策拠点との間の情報連絡体制を構築する。 
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